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今月のテーマ

クリーニングの

事 例 ・洋服をクリーニングに出し、引き取り時に状態を確
認しないままクローゼットに保管した。

・クリーニング店に問い合わせると「6ヶ月経過してお
り、シミは引き取り後の事故によるものか、クリーニン
グ店の不適切な処理によって発生したものかわから
ないので、対応できない」と説明された。

・引き取りから６ヶ月後、その洋服を着ようとすると、
シミがあり、着用不可能な状態だった。

・弁償してもらえないのか。
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クリーニング事故賠償基準
■クリーニング事故が発生した際、適切
かつ迅速に対応するため、クリーニング業
界が作成している。ＬＤマーク、またはＳ
マークのある店舗が適用。

■賠償額の算定方法や、洗たく物の受
け渡し時にする説明や確認について定め
ている。
・賠償額は物品の再購入価格を基準と
して、購入時からの経過月数により算出
する。（よって、購入時の金額全額の補
償は受けられない）
・利用者が洗たく物を受け取った後6か
月を経過すると業者は賠償責任を免れ
る。 など

※クリーニング事故賠償基準を使用して
いない店舗もあるので利用する店舗の
ルールを確認しましょう。

●クリーニングのトラブルは、複数の要素が重なって発
生することもあるため、原因の特定が難しく、時間が
経つと解決が困難になります。

●衣類が返ってきたら、すぐにビニール袋から取り出し、
状態を確認しましょう。

※衣類をビニール袋に入れたままにすると変色するこ
とがあります。また、風通しを良くすることによって、石
油系洗剤での化学やけどを防ぐことができます。

●トラブルが発生したら、すぐに店に連絡しましょう。

クリーニングの受け渡し時には
必ず状態を確認しましょう！


